
から まで

※土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。

午前９時００分 から 午後４時００分 まで

西尾市役所 教育委員会事務局 教育庶務課（４階）

から

応しますので、事前に電話でお申込みください。

午前１０時００分から

西尾市役所 教育委員会事務局 教育庶務課（４階）

契約日から３５日（５週）以内

上記まで持参、もしくは郵便にて提出してください。
郵送にて提出する場合は、必ず書留または簡易書留の方法により期日までに提出
すること。

西尾市役所多目的室（１階）

令和８年９月中旬（予定）

※西尾市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和
39年3月21日条例第8号）の規定に基づき、西尾市議会の議決を必要とするため、
落札決定後に仮契約書を取り交わし、西尾市議会の議決後に本契約を締結しま
す。

物件所在地において現地説明を希望される方は、

（土曜日、日曜日、国民の祝日に関す

る法律に規定する休日を除く。）までの午前９時から午後４時までの間に対

【　市有財産売払いの流れ　】

（金）

令 和 ８ 年 ７ 月 １ ４ 日 （火）
現 地 説 明

入　　　　札

日 に ち 令 和 ８ 年 ７ 月 ２ ９ 日 （水）

令 和 ８ 年 ７ 月 ２ ２ 日 （水） 令 和 ８ 年 ７ 月 ２ ４ 日 （金）

入札参加申込み
令 和 ８ 年 ７ 月 ３ 日

日 に ち

時 間

場 所

注 意 事 項

注 意 事 項

午前９時４０分から 午前１０時 まで

午前１０時１０分から
※　参加者が多数の場合は開始時間が遅れる
　　場合があります。

売買代金の納付

日 に ち

注 意 事 項
契約保証金は充当することとし、残金を納入してください。
売買代金が完納された時に所有権は移転し、売買物件は現状のまま引き渡された
ものとします。

西尾市契約規則第１１条の規定により免除します。

入札の受付

入札の説明

入 札 執 行

注 意 事 項

契約保証金は、契約金額の１００分の１０以上の金額を納付してください。
ただし、令和６年度から令和７年度までに国又は地方公共団体において、1契約
1000万円以上のパソコン・ＯＡ機器の売買契約履行実績を2件以上有する場合、免
除とします。

＊契約締結の際には、事前に担当までご連絡ください。
　直通電話　０５６３－６５－２１７３　担当：川合

落 札

契　　　　約
（契約保証金の

納付）

日 に ち

場 所


